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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

回次
第24期

第２四半期
連結累計期間

第25期
第２四半期
連結累計期間

第24期

会計期間
自 平成27年４月１日
至 平成27年９月30日

自 平成28年４月１日
至 平成28年９月30日

自 平成27年４月１日
至 平成28年３月31日

売上高 (千円) 218,582 117,461 357,492

経常損失（△） (千円) △61,192 △95,870 △157,052

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純損失(△)

(千円) △77,482 △98,715 △193,184

四半期包括利益又は包括利益 (千円) △66,287 △98,035 △180,499

純資産額 (千円) 952,147 1,065,240 837,935

総資産額 (千円) 3,099,706 1,333,418 1,135,293

１株当たり四半期(当期)純損失
金額（△）

(円) △6.18 △6.90 △15.4

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 11.1 34.14 20.08

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △12,426 △193,689 26,973

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 100,484 △212,722 1,896,387

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △104,748 392,818 △1,939,789

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 77,167 63,835 77,429
 

　

回次
第24期

第２四半期
連結会計期間

第25期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成27年７月１日
至 平成27年９月30日

自 平成28年７月１日
至 平成28年９月30日

１株当たり四半期純損失金額
（△）

(円) △3.60 △6.90
 

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．第24期第２四半期連結累計期間、第24期の潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額について

は、潜在株式は存在するものの、１株当たり四半期（当期）純損失であるため、記載しておりません。

４．第25期第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在

しないため、１株当たり四半期利益金額は記載しておりません。

 

２ 【事業の内容】

当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社および当社の関係会社）において営まれている事業の内

容について、重要な変更はございません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第２四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、

投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等の

リスク」について重要な変更はありません。

なお、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況につきましては、次の通りであります。

当社グループは、過去継続して営業損失、経常損失、親会社株主に帰属する当期純損失を計上しており、当第２四

半期連結累計期間においても、営業損失91百万円、経常損失95百万円、親会社株主に帰属する四半期純損失98百万円

を計上しております。

このため、継続的な収益計上するには至っておらず、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在

しております。

当社グループは、当該事象又は状況を改善・解消すべく、３「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況

の分析」(8)「事業等のリスクに記載した重要事象についての分析・検討内容及び当該重要事象等を解消し、又は改

善するための対応策」に記載のとおり、安定した収益の確保、コスト削減、財務基盤の強化及び資金の確保等の対応

策を順次取り進めておりますが、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。

 

２ 【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。

 
３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。

(1) 業績の状況

当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、政府・日本銀行による各種経済・金融川政策を背景として、

企業収益は足踏みがみられるものの、高い水準を維持し、雇用・所得環境が改善、設備投資の先行きに持ち直しが

期待されるなど、緩やかではありますが、景気の回復基調が続いております。先行きについては、中国をはじめと

するアジア新興国・資源国等の掲記の下振れや、英国のＥＵ離脱問題など海外経済の不確実性の高まり、金融資本

市場の変動の影響に留意する必要があります。

当社グループの主要投資対象である国内不動産市場においては、良好な資金調達環境を背景に、依然、大都市圏

を中心に買い意欲旺盛な状況が続いておりますが、需要に対する供給不足から、売買取引における高止まりでの停

滞感が出てきている一方で、ホテル投資市場においては、2020年東京オリンピック開催や観光先進国に向けた政府

の政策もあり、訪日外国人観光客を見込んだ宿泊施設への投資は活況が続いております。

海外投資の対象となるアジア地域の経済は、中国、韓国、台湾では、景気は緩やかな減速あるいは弱い動きと

なっている一方で、インドネシア、タイでは、景気は内需を中心に持ち直しの動きがみられ、インドでは、景気は

内需を中心に緩やかに回復しております。

このような市場環境の下、当社グループは、業績回復及び向上のために、上場以来の中核事業である不動産を中

心に、投資及び投資マネジメントという枠組みの中で、より安定した経営基盤を構築するため、事業及び経営体制

のリストラクチャリング（再構築）を進めて行く中、当年５月13日開催の取締役会において、海外事業会社への出

資を通して東南アジアにおけるエネルギー関連事業への投資、主にインバウンド向け宿泊施設関連事業における不

動産ファンド事業への投資等を資金使途とした第三者割当による新株式発行（普通株式）並びに新株予約権の発行

決議を行いました。

新株式については当年５月に払込みがあり、新株予約権についても８月をもってすべて行使されており、調達資

金に係る資金使途の一部として検討しておりました宿坊関連事業への投資およびエネルギー関連海外事業会社であ

るMARVEL GREEN POWER ENERGY PTE.LTD.への出資を行っております。

これら取組みはあったものの、当第２四半期連結累計期間の売上高は117百万円（前年同四半期比46.3％減）、

営業損失は91百万円（前年同四半期は42百万円の営業損失）、経常損失は95百万円（前年同四半期は61百万円の経

常損失）、親会社株主に帰属する四半期純損失は98百万円（前年同四半期は77百万円の親会社株主に帰属する四半

期純損失）となりました。

　セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。
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（投資事業）

投資事業につきましては、ゴルフ場売上等の結果により、投資事業の売上高は116百万円（前年同四半期比

46.2％減）、セグメント損失（営業損失）は95百万円（前年同四半期は44百万円のセグメント損失（営業損失））

となりました。

 

（アセットマネージメント事業）

アセットマネージメント事業につきましては、アセットマネージメント業務報酬、ファンドからの管理フィー等

を計上したこと等の結果により、アセットマネージメント事業の売上高は０百万円（前年同四半期比100.0％）、

セグメント利益（営業利益）は０百万円（前年同四半期比4.1％減）となりました。

 

（その他の事業）

その他の事業につきましては、アドバイザリー業務報酬等の結果により、その他の事業の売上高は0百万円（前

年同四半期比75.5％減）、セグメント損失（営業損失）は０百万円（前年同四半期は０百万円のセグメント利益

（営業利益））となりました。

 

(2) 財政状態の分析

当第２四半期連結会計期間末における総資産につきましては、前連結会計年度末に比べ、198百万円増加し、

1,333百万円となりました。この主な要因は、本年７月および９月に取得した投資有価証券が200百万円増加したこ

と等によるものであります。

負債につきましては、前連結会計年度末に比べ、29百万円減少し、268百万円となりました。その主な要因は、

短期借入金が85百万円増加したものの、その他の流動負債が100百万円、長期借入金が8百万円減少したこと等によ

るものであります。

純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ、227百万円増加し、1,065百万円となりました。その主な要因

は、第三者割当による株式の発行により株主資本が227百万円増加したこと等によるものであります。

 

(3) キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ、13百万円減少

し、63百万円となりました。この主な増減は、次のとおりであります。

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間の営業活動により支出した資金は、193百万円（前年同四半期は12百万円の支出）と

なりました。この主な要因は、税金等調整前四半期純損失が95百万円となったことに加え、未払消費税等の支払い

98百万円および法人税等の支払いが3百万円、減価償却費が8百万円となったこと等によるものであります。

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間の投資活動により支出した資金は、212百万円（前年同四半期は100百万円の収入）と

なりました。この主な要因は、投資有価証券の取得による支出が200百万円となったこと等によるものでありま

す。

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間の財務活動により得られた資金は、392百万円（前年同四半期は104百万円の支出）と

なりました。この主な要因は、第三者割当による株式の発行による収入が326百万円となったことによるものであ

ります。

 

(4) 研究開発活動

該当事項はありません。

 

(5) 従業員の状況

① 連結会社の状況

当第２四半期連結累計期間において、連結会社の従業員数の著しい増減はありません。
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② 提出会社の状況

当第２四半期累計期間において、提出会社の従業員数の著しい増減はありません。

 

(6) 生産、受注及び販売の実績

当第２四半期連結累計期間において、生産、受注及び販売の実績の著しい変動はありません。

 

(7) 主要な設備

当第２四半期連結累計期間において、主要な設備の著しい変動及び主要な設備の前連結会計年度末における計画

の著しい変更はありません。

 

(8) 事業等のリスクに記載した重要事象についての分析・検討内容及び当該重要事象等を解消し、又は改善するため

の対応策

当社グループは、「１ 事業等のリスク」に記載のとおり、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事

象又は状況が存在しております。

当社グループは、当該事象又は状況を改善・解消すべく、以下のとおり、安定した収益の確保、コスト削減、財

務基盤の強化及び資金の確保等により安定した経営を図って参ります。

引き続き不動産の流動化事業、投資案件の仲介、アドバイザリーサービス事業といった取組に加え、事業会社及

び事業並びにコンテンツ・工学技術等を対象とした投資や、更にそこから発展するであろう事業への投資を進めて

いくことによる新たな収益の獲得を目指し、また、資本参加や業務提携による事業会社とのビジネスマッチング及

び流動化スキームを使ったフィナンシャルアドバイス事業等を通じて、国内のみならず海外における事業展開によ

る収益の増加を図ります。

さらに、継続して役員報酬の減額や業務提携先との協働をはじめとした業務の効率化を図るなど、安定的な収益

に見合った組織体制・コスト構造への転換を一層進めて参ります。

当社グループは、以上の対応策を実行して参りますが、安定した収益の確保には未だ至っておらず、継続企業の

前提に関する重要な不確実性が認められます。

なお、四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影

響を四半期連結財務諸表に反映しておりません。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 50,000,000

計 50,000,000
 

 

② 【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末

現在発行数(株)
(平成28年９月30日)

提出日現在発行数(株)
(平成28年11月14日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 15,641,244 15,641,244
東京証券取引所
ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）

単元株式数は100株であり
ます。

計 15,614,244 15,641,244 ― ―
 

　

 
(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成28年７月１日～
平成28年９月30日

700,000 15,641,244 163,300 1,395,292 163,300 1,260,279
 

（注）新株予約権の行使による増加であります。
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(6) 【大株主の状況】

  平成28年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数

(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

前田　健司 兵庫県神戸市東灘区 1,714,100 10.95

日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町１丁目２番１０号 1,396,600 8.92

尾崎　友紀 兵庫県神戸市兵庫区 1,100,000 7.03

株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木１丁目６番１号 863,300 5.51

楽天証券株式会社 東京都世田谷区玉川１丁目１４番１号 384,600 2.45

徳永　英男 大阪府交野市 294,100 1.88

金井　雅哉 大阪府高槻市 285,000 1.82

下岡　広武 大阪府守口市 228,300 1.45

谷　一之 三重県四日市市 217,700 1.39

國田　翔平 東京都目黒区 210,000 1.34

計 ― 6,693,700 42.74
 

 

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

   平成28年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) ― ― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 15,640,500 156,405
権利内容に何ら制限のな
い当社における標準とな
る株式

単元未満株式 普通株式        744 ―
１単元（100株）未満の
株式

発行済株式総数 15,641,244 ― ―

総株主の議決権 ― 156,405 ―
 

 

② 【自己株式等】

　　　該当事項はありません。

 

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令

第64号)に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間(平成28年７月１日から平成

28年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成28年４月１日から平成28年９月30日まで)に係る四半期連結財務

諸表について、監査法人アリアによる四半期レビューを受けております。

 

３．監査公認会計士等の異動について

当社の監査法人は次のとおり交代しております。

第24期連結会計年度　　　　　　　　　　　　                清和監査法人

第25期第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間　　監査法人アリア
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１ 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前連結会計年度

(平成28年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成28年９月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 77,429 63,835

  売掛金（純額） 13,912 13,945

  有価証券 45,000 -

  商品 3,372 2,461

  貯蔵品 771 5,075

  短期貸付金 3,700 50,000

  その他 ※１  10,421 ※１  15,061

  流動資産合計 154,605 150,377

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 120,551 117,184

   その他（純額） 164,926 165,377

   有形固定資産合計 285,477 282,561

  無形固定資産   

   その他 188 166

   無形固定資産合計 188 166

  投資その他の資産   

   投資有価証券 677,339 878,075

   その他 ※１  17,683 ※１  22,239

   投資その他の資産合計 695,022 900,314

  固定資産合計 980,688 1,183,041

 資産合計 1,135,293 1,333,418

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 1,936 2,658

  短期借入金 23,315 108,315

  1年内返済予定の長期借入金 16,584 16,584

  未払法人税等 6,056 1,965

  その他 156,565 56,123

  流動負債合計 204,456 185,645

 固定負債   

  長期借入金 83,717 75,425

  その他 9,184 7,108

  固定負債合計 92,901 82,533

 負債合計 297,358 268,178

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 1,231,992 1,395,292

  資本剰余金 1,096,979 1,260,279

  利益剰余金 △2,100,975 △2,200,381

  株主資本合計 227,996 455,190

 新株予約権 569 -

 非支配株主持分 609,369 610,050

 純資産合計 837,935 1,065,240

負債純資産合計 1,135,293 1,333,418
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

           (単位：千円)

          前第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

売上高 218,582 117,461

売上原価 49,801 13,525

売上総利益 168,781 103,936

販売費及び一般管理費 ※１  211,145 ※１  195,861

営業損失（△） △42,364 △91,925

営業外収益   

 受取利息 1,819 262

 貸倒引当金戻入額 554 554

 その他 1,684 3,367

 営業外収益合計 4,058 4,183

営業外費用   

 支払利息 22,036 1,445

 支払手数料 500 6,500

 その他 349 183

 営業外費用合計 22,886 8,128

経常損失（△） △61,192 △95,870

特別利益   

 関係会社清算益 328 -

 新株予約権戻入益 - 570

 特別利益合計 328 570

特別損失   

 その他 204 -

 特別損失合計 204 -

匿名組合損益分配前税金等調整前四半期純損失
（△）

△61,068 △95,300

匿名組合損益分配額 △369 -

税金等調整前四半期純損失（△） △60,698 △95,300

法人税等 5,589 2,735

四半期純損失（△） △66,287 △98,035

非支配株主に帰属する四半期純利益 11,194 680

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △77,482 △98,715
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【四半期連結包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

           (単位：千円)

          前第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

四半期純損失（△） △66,287 △98,035

その他の包括利益   

 その他の包括利益合計 - -

四半期包括利益 △66,287 △98,035

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 △77,482 △98,715

 非支配株主に係る四半期包括利益 11,194 680
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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

           (単位：千円)

          前第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税金等調整前四半期純損失（△） △60,698 △95,300

 減価償却費 24,522 8,083

 長期前払費用償却額 65 20

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △940 3,623

 受取利息及び受取配当金 △1,819 △262

 貸倒引当金戻入益 - △554

 受取手数料 - △2,065

 支払利息 22,036 1,445

 支払手数料 500 6,500

 支払保証料 - 138

 新株予約権戻入益 - △570

 売上債権の増減額（△は増加） △767 △251

 たな卸資産の増減額（△は増加） 275 △3,392

 未収消費税等の増減額（△は増加） △4,131 △4,349

 差入保証金の増減額（△は増加） - △4,908

 仕入債務の増減額（△は減少） 950 721

 未払消費税等の増減額（△は減少） 444 △98,231

 その他 34,922 △2,073

 小計 15,361 △191,425

 利息及び配当金の受取額 217 262

 受取手数料の受取額 - 2,065

 利息の支払額 △22,057 △1,445

 支払手数料の支払額 △1,040 -

 法人税等の支払額 △4,907 △3,146

 営業活動によるキャッシュ・フロー △12,426 △193,689

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 有価証券の取得による支出 △268 △30,000

 有価証券の償還による収入 - 75,000

 有形固定資産の取得による支出 - △5,144

 投資有価証券の払戻による収入 39,700 -

 投資有価証券の取得による支出 - △200,736

 関係会社の清算による収入 241 -

 敷金及び保証金の支払いによる支出 - △1,900

 短期貸付金の増減額（△は増加） 60,000 △50,000

 長期貸付金の回収による収入 1,108 1,109

 その他 △297 △1,051

 投資活動によるキャッシュ・フロー 100,484 △212,722

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 短期借入金の純増減額（△は減少） 5,820 85,000

 長期借入金の返済による支出 △61,292 △8,292

 リース債務の返済による支出 △3,646 △3,990

 株式の発行による収入 - 326,600

 株式の発行による支出 - △6,500

 非支配株主への清算配当金の支払額 △45,629 -

 財務活動によるキャッシュ・フロー △104,748 392,818
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           (単位：千円)

          前第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

現金及び現金同等物に係る換算差額 - -

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △16,690 △13,594

現金及び現金同等物の期首残高 93,857 77,429

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１  77,167 ※１  63,835
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【注記事項】

(継続企業の前提に関する事項)

当社グループは、過去継続して営業損失、経常損失、親会社株主に帰属する当期純損失を計上しており、当第２四

半期連結累計期間においても、営業損失91百万円、経常損失95百万円、親会社株主に帰属する四半期純損失98百万円

を計上しております。

このため、継続的な収益計上するには至っておらず、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在

しております。

当社グループは、当該事象又は状況を改善・解消すべく、以下のとおり、安定した収益の確保、コスト削減、財務

基盤の強化及び資金の確保等により安定した経営を図って参ります。

引き続き不動産の流動化事業、投資案件の仲介、アドバイザリーサービス事業といった取組に加え、事業会社及び

事業並びにコンテンツ・工学技術等を対象とした投資や、更にそこから発展するであろう事業への投資を進めていく

ことによる新たな収益の獲得を目指し、また、資本参加や業務提携による事業会社とのビジネスマッチング及び流動

化スキームを使ったフィナンシャルアドバイス事業等を通じて、国内のみならず海外における事業展開による収益の

増加を図ります。

さらに、継続して役員報酬の減額や業務提携先との協働をはじめとした業務の効率化を図るなど、安定的な収益に

見合った組織体制・コスト構造への転換を一層進めて参ります。

しかしながら、上記のすべての事業が計画通り実現するとは限らないため、現時点においては、継続企業の前提に

関する重要な不確実性が認められます。

なお、四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響

を四半期連結財務諸表に反映しておりません。

 
(会計方針の変更等)

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応

報告第32号平成28年６月17日）を第１四半期連結会計期間に適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物附属設

備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法へ変更しております。

なお、当第２四半期連結会計期間において、四半期連結財務諸表への影響額は軽微であります。
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(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

税金費用の計算

　税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適

用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。　

 

(追加情報)

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号　平成28年３月28日）を第１四

半期連結会計期間から適用しております。

 

(四半期連結貸借対照表関係)

※１　資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額

 

 
前連結会計年度

(平成28年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成28年９月30日)

流動資産 △60,693千円 △64,316千円

投資その他の資産 △25,031千円 △24,476千円
 

 

(四半期連結損益計算書関係)

※１  販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

 

 
前第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
至 平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
至 平成28年９月30日)

給料手当 33,842千円 27,366千円

貸倒引当金繰入額 △42千円 △3,623千円
 

 
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとお

りであります。

 
前第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
至 平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
至 平成28年９月30日)

現金及び預金 77,167千円  63,835千円

現金及び現金同等物 77,167千円 63,835千円
 

 
(株主資本等関係)

前第２四半期連結累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日)

１．配当金支払額

該当事項はありません。

 

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日

後となるもの

該当事項はありません。

 

３．株主資本の著しい変動

該当事項はありません。

 
当第２四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日)

１．配当金支払額

該当事項はありません。

 

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日

後となるもの

該当事項はありません。
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３．株主資本の著しい変動

当第２四半期連結会計期間において、平成28年５月13日に発行決議した第三者割当による新株式の払込に伴い資

本金及び資本準備金が110,250千円増加しております。また、同じく発行決議された新株予約権の行使に伴い、資本

金及び資本準備金が53,050千円増加しております。

これらの結果、当第２四半期連結会計期間末において資本金が1,395,292千円、資本準備金が1,260,279千円と

なっております。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

  （単位：千円）

 

報告セグメント

調整額
(注1)

四半期連結
損益計算書
計上額
(注2)

投資事業
アセット

マネージメント
事業

その他の事業 計

　売上高       

外部顧客への売上高 216,996 660 925 218,582 ― 218,582

セグメント間の内部売
上高又は振替高

― 120 300 420 △420 ―

計 216,996 780 1,225 219,002 △420 218,582

セグメント利益又は損
失(△)

△44,608 688 583 △43,336 972 △42,364
 

(注) １ セグメント利益又は損失の調整額972千円は、セグメント間取引消去額であります。

２ セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　　該当事項はありません。

 

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

  （単位：千円）

 

報告セグメント

調整額
(注1)

四半期連結
損益計算書
計上額
(注2)

投資事業
アセット

マネージメント
事業

その他の事業 計

　売上高       

外部顧客への売上高 116,801 660 ― 117,461 ― 117,461

セグメント間の内部売
上高又は振替高

― 120 300 420 △420 ―

計 116,800 780 300 117,881 △420 117,461

セグメント利益又は損
失(△)

△95,418 660 △600 △95,358 3,433 △91,925
 

(注) １ セグメント利益又は損失の調整額3,433千円は、セグメント間取引消去額であります。

２ セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　　該当事項はありません。
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(金融商品関係)

企業集団の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、四半期連結貸借対照表計上額その他の金額に前

連結会計年度の末日に比べて著しい変動が認められるものはありません。　

 

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

項目
前第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
至 平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
至 平成28年９月30日)

(1) １株当たり四半期純損失金額（△） △6円18銭 △6円90銭

 (算定上の基礎)   

   親会社株主に帰属する四半期純損失金額（△）
　　(千円)

△77,482 △98,715

   普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る親会社株主に帰属する
四半期純損失金額（△）（千円）

△77,482 △98,715

    普通株式の期中平均株式数(株) 12,541,244 14,313,375
 

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 
(重要な後発事象)

１．第三者割当による特に有利な払込金額による募集株式の発行

当社は、平成28年10月24日開催の臨時取締役会において、第三者割当による特に有利な払込金額による募集株式

の発行を決議いたしました。その概要は次のとおりです。なお、本資金調達は有利発行に該当すること及び希薄化

の程度が相当程度に大きいことを踏まえ、平成28年11月10日開催の当社臨時株主総会において特別決議によって承

認されることを条件といたします。なお、当該臨時株主総会において、本株式の発行にかかる議案は原案どおり承

認可決されました。

（１）募集株式の数 15,500,000株

（２）募集株式の払込金額 １株につき70円

（３）募集株式の払込金額の総額 1,085,000,000円

（４）出資の目的とする財産の内容及び
価額

払込金額の一部は、OPM社が当社に対して有する平成28年
９月21日付金銭消費貸借契約に基づく以下の金銭債権の
元本100,000,000 円のうち100,000,000 円により充当さ
れる。
借入日：平成28年９月21日
借入金額：100,000,000 円
返済期日：平成28年12月31日
利率：3.00%
(注) 現物出資の目的となる財産については、会社法の規
定により原則として検査役の検査（会社法第207 条第１
項）若しくは弁護士、公認会計士又は税理士等による調
査（同条第９項第４号）が義務付けられていますが、現
物出資の目的となる財産が増資を行う会社に対する金銭
債権である場合（いわゆるデット・エクイティ・スワッ
プである場合）については、会計帳簿によりその実在性
が確認できるとともに、帳簿残高の範囲内であれば資本
充実に支障がないことから、検査役検査又は専門家によ
る調査の必要がないこととされています（同条第９項第
５号）。ただし、同条第９項第５号が適用される金銭債
権については、弁済期が到来しているものに限られま
す。
よって、現物出資の目的となる金銭債権100,000,000 円
につきましては、検査役検査又は専門家による調査を不
要とすることを目的として、当社が期限の利益を放棄す
ることとし、これにより弁済期が到来いたします。

（５）増加する資本金および資本準備金
の額

資本金　　　542,500,000円（１株につき35円）
資本準備金　542,500,000円（１株につき35円）

（６）申込期日 平成28年11月18日

（７）払込期日 平成28年11月18日
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２．第三者に特に有利な条件による募集新株予約権の発行の件

当社は、平成28年10月24日開催の臨時取締役会において、第三者に対して特に有利な条件による募集新株予約権

の発行を決議いたしました。その概要は次のとおりです。なお、本資金調達は有利発行に該当すること及び希薄化

の程度が相当程度に大きいことを踏まえ、平成28年11月10日開催の当社臨時株主総会において特別決議によって承

認されることを条件といたします。なお、当該臨時株主総会において、本新株予約権の発行にかかる議案は原案ど

おり承認可決されました。

（１）新株予約権の名称 燦キャピタルマネージメント株式会社第８回新株予約権

（２）第８回新株予約権の払
込金額の総額

金29,600,000円

（３）申込期日 平成28年11月18日

（４）割当日および払込期日 平成28年11月18日

（５）募集または割当の方法 第三者割当の方法により、以下のとおりに割り当てる。

 OPM社
170,000個

（潜在株式17,000,000株）

 尾崎 友紀
15,000個

（潜在株式数1,500,000株）
（６）新株予約権の目的であ

る株式の種類および数
の算出方法

①第８回新株予約権の目的である株式の種類は普通株式とする。
②第８回新株予約権の目的である株式の総数は、18,500,000株（第８回新株
予約権１個あたり100株（以下、「割当株式数」という。）とする。但
し、③及び④により割当株式数が調整される場合には、第８回新株予約権
の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとす
る。

③当社が「(10)行使価額の調整」の規定に従って行使価額（「(9)第８回新
株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法」②に
定義する。以下同じ。）の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式に
より調整される。但し、かかる調整は当該時点において未行使の第８回新
株予約権にかかる割当株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる１株
未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び
調整後行使価額は、「(10)行使価額の調整」に定める調整前行使価額及び
調整後行使価額とする。

調整後割当株式数 ＝
調整前割当株式数 × 調整前行使価額

調整後行使価額
 

④調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由にかかる「(10)行使価額の調
整」②及び⑤による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額
を適用する日と同日とする。

⑤割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日
の前日までに、新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事
由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日その他必要
な事項を書面で通知する。但し、適用開始日の前日までに上記通知を行う
ことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

（７）第８回新株予約権の総
数

185,000個

（８）第８回新株予約権の払
込金額

新株予約権１個につき160円

（９）第８回新株予約権の行
使に際して出資される
財産の価額またはその
算定方法

①各第８回新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額
（以下に定義する。）に割当株式数を乗じた額とする。

②各第８回新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付（当社普通株
式を新たに発行し、または当社の保有する当社普通株式を処分することを
いう。以下同じ。）する場合における株式１株あたりの出資される財産の
価額（以下、「行使価額」という。）は、70円とする。但し、行使価額は
「(10)行使価額の調整」に定めるところに従い調整されるものとする。
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（10）行使価額の調整 ①当社は、当社が第８回新株予約権の発行後、②に掲げる各事由により当社
の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場
合には、次に定める算式（以下「行使価額調整式」という。）をもって行
使価額を調整する。

調整後
行使価額

＝
調整前
行使価額

  
 交付
株式数

×
１株あたり
の払込金額

既発行
株式数

＋
１株あたり
の時価

 

既発行株式数 ＋ 交付株式数
 

②行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適
用時期については、次に定めるところによる。
a ④bに定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場
合（無償割当てによる場合を含む。）（但し、新株予約権（新株予約権
付社債に付されたものを含む。）の行使、取得請求権付株式又は取得条
項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使に
よって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併
により当社普通株式を交付する場合を除く。）
調整後行使価額は、払込期日（募集に際して払込期間を定めた場合はそ
の最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。）以降、又
はかかる交付につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が
ある場合はその日の翌日以降これを適用する。

b 普通株式について株式の分割をする場合
調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用す
る。

c ④bに定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する定めの
ある取得請求権付株式又は④bに定める時価を下回る払込金額をもって
当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付さ
れたものを含む。）を発行又は付与する場合
調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部にかかる取得請求権又は新
株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整
式を適用して算出するものとし、払込期日（新株予約権の場合は割当
日）以降又は（無償割当ての場合は）効力発生日以降これを適用する。
但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合に
は、その日の翌日以降これを適用する。

d 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新株予約
権付社債に付されたものを含む。）の取得と引換えに④bに定める時価
を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合
調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
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 e ②aからdまでの各取引において、株主に割当を受ける権利を与えるた
めの基準日が設定され、かつ各取引の効力の発生が当該基準日以降の株
主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには
②aからdにかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日
以降、これを適用する。

　この場合において当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日ま
でに、第８回新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算出
方法により、当社普通株式を交付するものとする。

株式数 ＝

（調整前行使価額－
調整後行使価額）

×
調整前行使価額により
当該期間内に交付され

た株式数

調整後行使価額
 

　この場合、１株未満の端数が生じるときはこれを切り捨て、現金によ
る調整は行わない。

③行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差
額が１円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その
後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合に
は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの
差額を差し引いた額を使用する。

④
a 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、
小数第２位を切り捨てるものとする。

b 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用され
る日に先立つ45取引日目に始まる30取引日（終値のない日を除く。）の
東証JASDAQ スタンダードにおける当社普通株式の普通取引の終値の単
純平均値とする。この場合、単純平均値の計算は、円位未満小数第２位
まで算出し、小数第２位を切り捨てるものとする。

c 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権
利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がな
い場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の１ヶ月前の日における
当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社
普通株式を控除した数とする。

⑤②の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当
社は、必要な行使価額の調整を行う。

a 株式の併合、資本の減少、会社分割、株式移転、株式交換又は合併の
ために行使価額の調整を必要とするとき。

b その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由
の発生により行使価額の調整を必要とするとき。

c 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基
づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由
による影響を考慮する必要があるとき。

⑥行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前
日までに、新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調
整前行使価額、調整後行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を書
面で通知する。但し、上記通知を行うことができない場合には、適用開始
日以降速やかにこれを行う。

（11）第８回新株予約権の行
使期間

平成28年11月18日から平成30年11月17日（但し、平成30年11月17日が銀行営
業日でない場合にはその前銀行営業日）までの期間とする。但し、「(14)合
併、会社分割、株式交換及び株式移転の場合の新株予約権の交付」に定める
組織再編行為をするために第８回新株予約権の行使の停止が必要である場合
は、それらの効力発生日から14日以内の日に先立つ30 日以内の当社が指定
する期間は、第８回新株予約権を行使することはできない。この場合は、行
使を停止する期間その他必要な事項を、当該期間の開始日の１ヶ月前までに
通知する。

（12）その他の第８回新株予
約権の行使の条件

①第８回新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点にお
ける授権株式数を超過することとなるときは、当該第８回新株予約権の行
使を行うことはできない。

②各第８回新株予約権の一部行使は出来ない。
（13）新株予約権の取得条項 当社は、第８回新株予約権の割当日から６ヶ月を経過した日以降いつでも、

取締役会により第８回新株予約権を取得する旨及び第８回新株予約権を取得
する日（以下、「取得日」という。）を決議することができる。当社は、当
該取締役会決議の後、取得の対象となる第８回新株予約権の新株予約権者に
対し、取得日の通知又は公告を当該取得日の20営業日前までに行うことによ
り、取得日の到来をもって、第８回新株予約権１個につき第８回新株予約権
１個当たりの払込金額（発行価額）と同額で、当該取得日に残存する第８回
新株予約権の全部又は一部を取得することができる。第８回新株予約権の一
部の取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとす
る。
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（14）合併、会社分割、株式
交換及び株式移転の場
合の新株予約権の交付

当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、新設合併消滅会社となる新設合
併、吸収分割会社となる吸収分割、新設分割会社となる新設分割、株式交換
完全子会社となる株式交換、又は株式移転完全子会社となる株式移転（以下
「組織再編行為」と総称する。）を行う場合は、当該組織再編行為の効力発
生日の直前において残存する第８回新株予約権に代わり、それぞれ吸収合併
存続会社、新設合併設立会社、吸収分割承継会社、新設分割設立会社、株式
交換完全親会社又は株式移転設立完全親会社（以下「再編当事会社」と総称
する。）は以下の条件に基づき第８回新株予約権にかかる新株予約権者に新
たに新株予約権を交付するものとする。
① 新たに交付される新株予約権の数

新株予約権者が有する第８回新株予約権の数をもとに、組織再編行為の
条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の１個未満の端数は切り捨
てる。

②新たに交付される新株予約権の目的たる株式の種類
再編当事会社の同種の株式

③新たに交付される新株予約権の目的たる株式の数の算定方法
組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の１株未満の
端数は切り上げる。

④新たに交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の１円未満の
端数は切り上げる。

⑤新たに交付される新株予約権にかかる行使期間、当該新株予約権の行使に
より株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金、再編
当事会社による当該新株予約権の取得事由、組織再編行為の場合の新株
予約権の交付、新株予約権証券及び行使の条件「(11)第８回新株予約権
の行使期間」ないし「(14)合併、会社分割、株式交換及び株式移転の場
合の新株予約権の交付」、「(16)新株予約権証券の発行」及び「(17)新
株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金およ
び資本準備金」に準じて、組織再編行為に際して決定する。

⑥新たに交付される新株予約権の譲渡による取得の制限
新たに交付される新株予約権の譲渡による取得については、再編当事会社の
取締役会の承認を要する。

（15）新株予約権の譲渡制限 第８回新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとす
る。

（16）新株予約権証券の発行 当社は、第８回新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しない。

（17）新株予約権の行使によ
り株式を発行する場合
における増加する資本
金および資本準備金

第８回新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加す
る資本金の額は、会社計算規則第17条第１項の規定に従い算出される資本金
等増加限度額の２分の１の金額とし（計算の結果１円未満の端数を生じる場
合はその端数を切り上げた額とする。）、当該資本金等増加限度額から増加
する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。

（18）本新株予約権の行使指
示

当社は、割当予定先であるOPM社及び尾崎友紀氏（以下、第８回新株予約権
の割当予定先を「本新株予約権者」という。）は、行使期間内にいつでも自
己の判断で本新株予約権の行使を行うことができるが、当社が本新株予約権
者と締結した割当契約により、次の場合には当社から本新株予約権者に第８
回新株予約権の行使を行わせることができる。
・株式会社東京証券取引所JASDAQスタンダード市場（以下、「東証JASDAQス
タンダード」という。）における５連続取引日の終値単純平均が行使価額
の130％（91円）を超過した場合、当社は、当該日の出来高の15％を上限
に、本新株予約権者に第８回新株予約権の行使を行わせることができる。

・東証JASDAQスタンダードにおける５連続取引日の終値単純平均が行使価額
の150％（105円）を超過した場合、当社は、当該日の出来高の20％を上限
に、本新株予約権者に第８回新株予約権の行使を行わせることができる。

行使指示を受けた本新株予約権者は、原則として10取引日以内に当該行使指
示に基づき本新株予約権を行使する。

（19）新株予約権の行使請求
の方法

①第８回新株予約権を行使請求しようとする新株予約権者は、当社の定める
行使請求書に、自己の氏名または名称及び住所、自己のために開設された
当社普通株式の振替を行うための口座（社債、株式等の振替に関する法律
（以下、「振替法」という。）第131条第３項に定める特別口座を除
く。）のコードその他必要事項を記載してこれに記名捺印したうえ、これ
を「(21)行使請求受付場所」に提出し、かつ、かかる行使請求の対象と
なった第８回新株予約権の数に行使価額を乗じた金額を現金にて「(22)払
込取扱場所」の当社が指定する口座に振り込むものとする。

②第８回新株予約権の行使の効力は、上記①の行使請求に必要な書類が
「(21)行使請求受付場所」に到着し、かつ当該第８回新株予約権の行使に
際して出資の目的とされる金銭の全額が「(22)払込取扱場所」の当社の指
定する口座に入金されたときに発生する。

（20）株式の交付方法 当社は、第８回新株予約権の行使請求の効力発生後速やかに振替法第130条
第１項に定めるところに従い、振替機関に対し、当該第８回新株予約権の行
使により交付される当社普通株式の新規記録情報を通知する。

（21）行使請求受付場所 燦キャピタルマネージメント株式会社　経営企画室

（22）払込取扱場所 株式会社三菱東京UFJ銀行　中之島支店
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（23）その他 ①会社法その他の法律の改正等、本新株予約権発行要項の規定中読み替えそ
の他の措置が必要となる場合には、当社は必要な措置を講じる。

②第８回新株予約権の発行については、金融商品取引法による届出の効力発
生を条件とする。

③上記のほか、第８回新株予約権の発行に関して必要な事項の決定について
は、当社代表取締役社長に一任する。

 

 
２ 【その他】

　該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

平成28年11月11日

燦キャピタルマネージメント株式会社

取締役会  御中

 

監　査　法　人　ア　リ　ア
 

 

指定社員

業務執行社員
 公認会計士　　茂　木　秀　俊　　印

 

 

指定社員

業務執行社員
 公認会計士　　山　中　康　之　　印

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている燦キャピタルマ

ネージメント株式会社の平成28年４月１日から平成29年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成

28年７月１日から平成28年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成28年４月１日から平成28年９月30日ま

で）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算

書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、燦キャピタルマネージメント株式会社及び連結子会社の平成28年

９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じ

させる事項がすべての重要な点において認められなかった。

 

強調事項

１．継続企業の前提に注記されている通り、会社グループは、過去継続して営業損失、経常損失、親会社株主に帰属す

る当期純損失を計上しており、当第２四半期連結累計期間においても、営業損失、経常損失、親会社株主に帰属す

る当期純損失を計上している。このため、経常的な収益計上するには至っておらず、継続企業の前提に重要な疑義

を生じさせるような状況が存在しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。なお、当該事象

又は状況に対する対応策及び重要な不確実性が認められる理由については当該注記に記載されている。四半期連結

財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な不確実性の影響は四半期連結財務諸表には反

映されていない。
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２．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成28年10月24日開催の臨時取締役会において、第三者割当によ

る特に有利な払込金額による募集株式の発行を決議し、平成28年11月10日開催の臨時株主総会の特別決議におい

て、本株式の発行にかかる議案は承認可決された。

３．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成28年10月24日開催の臨時取締役会において、第三者に対して

特に有利な条件による募集新株予約権の発行を決議し、平成28年11月10日開催の臨時株主総会の特別決議におい

て、本新株予約権の発行にかかる議案は承認可決された。

　当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。

 
その他の事項

会社の平成28年３月31日をもって終了した前連結会計年度の第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間に

係る四半期連結財務諸表並びに前連結会計年度の連結財務諸表は、それぞれ、前任監査人によって四半期レビュー及び

監査が実施されている。前任監査人は、当該四半期連結財務諸表に対して平成27年11月16日付で無限定の結論を表明し

ており、また、当該連結財務諸表に対して平成28年６月28日付で無限定適正意見を表明している。

 
利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 
 

(注) １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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